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75歳以上全員から保険料
来年四月から､お年寄りの医票制度が大きく変わ

ううとしています｡75歳以上を対象にした新しい

医療保険 ｢後期高齢者医療制度｣が発足するからで

す｡制度のしくみと問題点をみてみました｡

新しい制度は､高齢者を 75歳以上の ｢後期高齢

者｣と､ 65- 74歳の ｢前期高齢者｣に分けて後

斯高齢者だけを切り離した医漂保険制度にするもの

です｡昨年､自民 ･公明両党が強行した医療改悪法

で導入が決められました｡狙いは､高齢者の医寮費

を抑制することにあります｡

現在は､すべての国民が年齢に関係なく､国民健

康保険や組合健康保険､政府管掌健康保険などに力0

人しています｡しかし来年四月以降 75歳以上の人

は全員､いまかロ入している国保や健保から脱退させ

られ､後期高齢者医療制度に力D入しなければなりま

せん｡対象者は約 1, 300万人です｡

この制度の特徴は､75歳以上のすべての人が保

険料を支払わなければならないことです｡保険料額

は平均で月 6, 200円です｡

現在､年収 180万円以下で､子どもの扶養家族

になっている高齢者は､保険料を文払う必要があり

ません｡しかし新制度では､この人たちも保険料負

担が課されるようになるのです｡保険料を世帯単位

で徴収する現在のしくみから､高齢者個人から保険

料を徴収するしくみに変わるためです｡新たに保険

年 金鉄 則 の 後 期 高 齢 者 医療 保 険料 (全 国平 均 ､年額 )

料を負担しなければならないお年寄りは､約 200

万人にのぼります｡

年金から保険料 ｢天引き｣
高齢者の医寮保険料の支払い方法も､来年四月か

ら大きく変わります｡ 65歳以上の人は､年金から

天引きされるようになるのです｡

保険料が年会天引きになるのは､ 65歳以上で国

民健康保険にZ)入している人と 75歳以上の人のうD

ち､年金額が月 15, 000円以上の人です｡

厚生労働省は保険料の年会天引きについて ｢保険

料を確実に徴収するため｣だと説明しています｡全

国で住民を苦しめている高い国保料まで年釜から問

答無用で引いてしまおうというのです｡ 65- 74

歳の国保加入世帯のうち､約 6割が年会天引きの対

象になります｡ 

75歳以上の人の場合は､約 8割の人が年会から

保険料を天引きされることになります｡すでに天引

きされている介護保険料 (全国平均で月 4,090

円)と合わせると､平均で毎月 1万円を超える保倹

料が年金から引かれることになります｡

介護保険料と医漂保険料を合わせた額が､受け取

っている年金額の二分の一を超える場合は､医療保

険料は年会から天引きしないことにしています (jT

護保険料は天引きされます)｡少ない年金からも､

最大で半分まで保険料として引かれてしまうことに

なります｡ (つつく) (赤旗しんぶんから転載)
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